
各派内示・記者配布資料 （令和元年９月９日）

令和元年９月秋田市議会定例会追加提出予定案件

件 名 説 明

「 条 例 案 」 １件

１ 秋田市特定教育・保育施設および ○改正理由

特定地域型保育事業の運営に関す 特定教育・保育施設及び特定地域型保育

る基準を定める条例の一部を改正 事業の運営に関する基準の一部改正（令和

する件 元年内閣府令第８号）等に伴い、特定教育

･特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 ・保育施設および特定地域型保育事業者の

の一部を改正する内閣府令（令和元年内閣府令第８号）:令和元年 運営に関する基準等を改めるとともに、規

５月31日公布、令和元年10月１日施行 定を整備するため、改正しようとするもの

･特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 ○改正要旨

の一部を改正する内閣府令（令和元年内閣府令第７号）:令和元年 １ 一般原則に、子どもの保護者の経済的

５月31日公布、公布の日施行 負担の軽減について配慮する旨を加え

る。

２ 特定教育・保育施設および特定地域型

保育事業における利用者負担額等の受領

方法を改める。

３ 市長は、特定地域型保育事業者による

連携施設の確保が困難であると認めると

きは、代替保育を提供しないことができ

ること等とする。

４ 特定地域型保育事業者が特別利用地域

型保育又は特定利用地域型保育を提供す

る場合の基準を改める。

５ 特定地域型保育事業者の連携施設の確

保に関する経過措置の適用期間を５年か

ら10年に延長する。

６ その他規定を整備する。

○施行期日

令和元年10月１日から


